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はじめに 
 

東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故により、今後のエネルギー

施策における再生可能エネルギー利活用の重要性が再認識され、「東日本大震災から

の復興の基本方針」（平成 23 年７月 29 日 東日本大震災復興対策本部決定）におい

ても「地域の特性を踏まえた、太陽光発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電、

中小水力発電等の導入を促進する」こととされたところである。農山漁村に豊富に

存在する資源を活用し、農林漁業者等が参画して再生可能エネルギー生産に取り組

むことにより新たな所得と雇用を創出し、農山漁村の活性化につなげていくことが

重要な課題となっている。 

 

一方、再生可能エネルギーの生産を行うには、利用可能な資源（バイオマス、水、

土地等）が存在する適地を選定していく必要があるが、現状では、その検討に必要

な情報が必ずしも十分に示されているとは言い難い。また、実際には、検討に活用

可能なデータが公表されていても、その活用方法が不明な場合、結局は一部の専門

家・専門機関のみが再生可能エネルギー生産に取り組むこととなってしまう。 

 

このため、本調査では、木質バイオマス、小水力等の農山漁村資源の活用の可能

性を明らかにするとともに、場所の選定の参考となる土地等の情報の提供を行い、

併せて、他地域においても活用可能な効率的な調査手法を確立するための調査を実

施する。特に、既に公表されているデータ等を活用した調査手法を示すことで、農

山漁村において再生可能エネルギー発電に取り組む意欲を有する個人・団体が、将

来、自立的に調査が行えるようにすることとする。 

また、この調査を東日本大震災において、甚大な被害を受けた岩手県、宮城県及

び福島県（以下「被災３県」という。）において行うことにより、被災からの復興と

大震災の教訓を生かした国づくりに役立てていただくことが期待される。 

 

具体的な調査項目／作業項目の整理及び業務遂行の流れは図表１のとおりである。 
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（http://www.env.go.jp/earth/report/h23-03/index.html）が存在している

こと 

②  家畜排せつ物のバイオマス発電については、畜産経営と一体的に、経営の

敷地内又は近隣の共同処理施設の敷地内に設置されることが想定され、立地

可能な場所がほぼ特定されていること 

③  一方で、農林漁業上の資源利用との調整が特に重要になると思われる電

源・場所の導入可能性等を示すことで、発電事業者、地権者、自治体等によ

る資源利用の円滑な調整の参考にしていただける度合いが高いこと 

等によるものである。 

 

 

 

 


